
第五号様式（抵当権登録申請書）（第二条関係）（平15国交令80・全改、平28国交令87・令元国交令20・令2国交令98・一部改正） 抵当権登録申請書（その2） 運輸監理部長又は運輸支局長殿 自動車車台課税標準額 登録番号番号円 登録免許税の額 設円 （印紙貼付欄） 短辺 定 設定登録してある抵当自動車の自動車登録番号 抵当権の表示 追加設定 年月日受理番号第号で設定した 抵当権 長辺（日本産業規格A列4番） 



 


